
Ｒ２建設業協会での週休２日の取組
現在、建設業界では、就業者の高齢化や若年層の早期離職など、将来の担い手の確保が大きな課題となっています。

建設業の担い手確保・育成に向けては、就業者の処遇改善や休日の確保等の働き方改革を進めることが重要です。
特に、週休２日の実現は、建設業界が魅力的な職場となり、若年者をはじめとした担い手の確保につなげるためにも

不可欠です。

毎月第２・４
土曜日
令和2年4月～
令和3年3月

（一社）茨城県建設業協会では、「働き方変える建設業」と
して県内公共工事一斉休工日（毎月第２・４土曜日）を実施
しており、週休２日への取組を行っています。

（一社）埼玉県建設業協会、埼玉県、さいたま市及び関東地方
整備局では、建設業界の週休２日に対する意識の向上を図るこ
とを目的に、公共工事の一斉休工の取組を実施しています。

○埼玉県内統一の土曜一斉休工 ○茨城県内公共工事一斉休工

令和2年
9月19日（土）
9月26日（土）

10月10日（土）
10月24日（土）
11月14日（土）

11月21日（土）


